
 

令和 5年 11月 20日  

事 業 者  

  受講希望者 各位 

 

                          主催 : (一社) 七尾労働基準協会 

                            共催 : 石川県電気工事工業組合能登本部 

                           

低圧電気取扱業務特別教育（学科）講習会開催のご案内 

 
労働安全衛生法第 59 条第 3 項では、低圧(600V 以下)電気の取扱業務に労働者を従事さ

せる場合、事業者は特別教育規程に定める安全のための特別教育を行わなければならない、

と定められています。 

つきましては、この特別教育を開催いたしますので、専属・臨時にかかわらず、事業場 

の電気設備の補修・管理など、電気の取扱業務を担当されている方であって、特別教育を

修了していない方がおられましたら、七尾では年に一度開催のこの機会に受講されますよ

うご案内いたします。 

なお、低圧電気取扱業務を行う場合は、電気工事士を取得している方であってもこの

特別教育の修了が必要となっています。 

【根拠法令】 
（労働安全衛生法第 59 条 3 項、労働安全衛生規則第 36 条第 4 号、安全衛生特別教育規定第 6 条） 

【低圧電気とは】 
(600V 以下の充電電路の敷設若しくは修理の業務又は配電盤室、変電室等区画された場所 

に設置する低圧電路のうち充電部分が露出している開閉器の操作の業務等) 

・・・・・・・・・詳しくは労働安全衛生規則第 36 条第 4 号を！ 
※マスク着用は各自のご判断となります。 

 

 
                  記 

１ 実施月日・会場  
 

                         

 

 

２ 定  員   30名  

※ 但し、受付期日 1/17までに受講希望者が 10名未満の場合は中止と 

させていただきます。中止となった場合は 1/18(木)に申込者にその旨連絡し、 

受講料等は全額返金いたします。以上、ご了承のうえお申込み願います。 

                       

３ 受付期日 令和 6年 1月 17日（水）まで 

               ※申込みはお早めにお願いします。 

 

４  受講資格   18才以上の者 

 

令和 6年 1月 25日 (木） 

           〔9：00～17：15〕         

七  七尾市小島町西部 1－3        

ワ       ワークパル七尾 

(し     (シルバー人材センター)   



５ 受講申込み・受講料納入の方法 

（1） 受講申込書に所要事項を記入し、写真（縦 30×横 24ｍｍ又はパスポートサイズ） 1枚、 

及び自動車運転免許証写しを郵送して下さい。 
 ※受講申込書に所要事項を記載し、申込者欄に署名・押印したものの写しを FAX送信し、 

写真のみ別途郵送も可です。 

 〒926-0852  七尾市小島町西部 19-2  

(一社)七尾労働基準協会 宛   FAX 0767-52-2427    

(2)受講申込みをされた事業者(個人申込みの場合はご本人)様には、 
①受講料納入口座・期日・料金のご案内  ②受講申込書に受講番号を入れた受講票 

①②を同時に FAX送信いたしますので、受講料を納入し、受講票を受講者 

にお渡し下さい。 
 
６  受 講 料 等 （法の改正によりテキスト代金が変わることがあります） 
                                              

 

※キャンセルについては、下記 10-④をご参照ください。 

 

７  助成金について  (建設業の場合だけです) 
    建設業種の雇用保険被保険者が受講された場合は次のとおり助成金が支給されますが、 

     講習日 1週間以上前(1月 17日までに) 計画届を提出する必要があります。 

    詳しくは、石川労働局職業安定部職業対策課 ☎076-265-4428 までお問い合わせ下さい。 

助成金の額 

１人あたり 

（受講料税込＋テキスト代×75％）＋（日当 7,600 円）≒16,200 円 

の助成金が支給されます。 

※ 人材開発支援助成金支給申請書類は、講習修了時にお渡しします。 

 

８ 講習科目等 について・・・・・この講習は次のとおり、学科のみ 7時間講習です。 
       ① 低圧の電気に関する基礎知識 1H  ②低圧の電気設備に関する基礎知識 2H 

        ③ 低圧用の安全作業具に関する基礎知識 1H ④法令関係 1H 

       ⑤ 低圧の活線作業及び活線近接作業の方法 2H 

 

９ 実技の記録について 
低圧業務の特別教育は、安全衛生特別教育規程第 6条により、前記 8の学科 

7時間教育の他に、実技教育として「低圧の活線作業及び活線近接作業の方法」 
について 7時間以上、(開閉器の操作の業務のみを行う場合は 1時間以上)を実 
施し、その記録を保存する必要があります。 
その実技(低圧の活線作業)は、日常の業務においても実施可能であることか 

ら、修了証と同時に実技の記録用紙を受講者にお渡しますので、各事業場に 
おいて実施した(又はこれから実施する)実技について、記録・保存願います。 
 

１０ その他留意事項 
① マスク着用は各自の判断でお願いします。 
② テキストは当日お渡しします。筆記用具を持参して下さい。 
③ 修了者には低圧電気(学科)特別教育修了証を当日交付します。 

④ ◆◆◆ キャンセルについて ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 
     ☆キャンセルの申出日によって次のとおり返金します【送金料が差引かれます】 

キャンセル申出日 受講料(税込) テキスト代 

申込期日まで (1/17)  全額返金 全額返金 

申込期日の翌日から講習 3 日前まで (1/18～1/22)  全額返金 返金なし 

講習 2日前から講習前日まで (1/23～1/24) 80％返金 返金なし 

講習当日 返金なし 返金なし 

 

受 講 料 消 費 税 テキスト（税込）代 合   計 

9,500円  950円 1,100円 11,550円 


